
10月 31 日 (第 5 例会) 
シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間 
 
出 席 会 員 27名(内免除会員 7 名) 
会 員 総 数 42名(同上 14 名) 
ゲスト    1 名 
ビジター  1 名          

             計 29 名 
ホームクラブ出席率 77.14％ 

10月 3 日(第 1 例会)補正出席率 100.00％（MU4名） 

ゲスト＆ビジター 

 北村佳久様(ガバナー補佐エレクト) 

 富美本剛一様(山本副会長ご友人) 

2025-2026 年度 RI会長 

フランチェスコ・アレッツォ 

    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 日 の 例 会  11 月 7日（第 1例会）   シェラトン都ホテル大阪 3 階 志摩の間 

●表彰 ・ホームクラブ連続皆出席 

       古川(50) 山口(40) 岡部(倫)(20) 石濱(20) 山本(英)(10) 三宅(10) 奥田(10) 

 田中(10) 青野(10) 佐伯(10)  各会員 

   ●お祝 ・誕生日  宮田 中本 岡部(泰)  各会員 

・結婚記念日  細川 永井 岡部(倫)  各会員 

・会社創立記念日  石濱 奥田 恒元  各会員 

●卓話「ロータリー財団」      国際ロータリー第 2660 地区 パストガバナー 宮里唯子様              

                          (石濱宏章 R財団・米山奨学委員長担当) 

●理事会 11：30～  シェラトン都ホテル大阪 3階 ホワイエ  

●食膳 ＜日本 松花堂弁当＞ 

 

次週のお知らせ   11月 14 日（第 2 例会）   シェラトン都ホテル大阪 3 階 志摩の間 

●卓話「新入会員自己紹介」                       野牧央新会員担当 

●食膳 ＜中国 大皿料理＞ 

 

次々週のお知らせ   11 月 18日（第 3例会）   シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間 

●合同夜間例会・日時場所変更  18：00～ （受付 17：30～） 

   ●ロータリー『都』会 5クラブ合同夜間例会 

 

先 週 の 記 録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創  立 1969．5．30 
幹  事 松 田 振 興 

会    長 岡 部 倫 正 
会報委員長 三宅 善太郎 

 

NO．2697 2025-11-7 



 

 

                    みなさん、こんにちは。 

本日は久々の第五例会を開催させていただいております。月末のお 

忙しいところご出席ありがとうございます。 

 

また、ハロウィン当日という事もあり各種イベントにお誘いを受 

けられておられる皆様におかれましては雨も降っておりますのでお 

気を付けてお出でいただければと思います。 

本日は特に会長の時間にお話しすることはないのですが、私の職 

業の報告をさせていただきます。 

来月 11月 5 日からタクシーの料金が値上げされます。ちなみに、初乗り金額は現行と同じで 

500 円、一部 600 円があります。初乗り距離が 500 円は 1040ｍが 969ｍとなり、600 円は 1300ｍ 

が 1200ｍとなっております。その後の加算距離は 231ｍ 100 円です。 

 

先週に京都から大阪まで深夜時間でタクシー運賃を調べることがあったのですが、京都も値上げ 

がされているとは言うものの、なんと高速代を入れて 30,000 円を軽く超える金額だったことにタ 

クシー料金の一翼を担っている私も驚きました。MaaS による近距離はタクシー、長距離は電車・ 

バスと住み分けがますます現実化していると感じました。 

 

※MaaS（Mobility as a Service）」とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズ 

に対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済 

等を一括で行うサービス。 

 

 

 

 

本日の幹事報告は４件です。 

 

１）地区交流活性化委員会より第八回お知らせがきました。会員の 

皆様にメールをポストしましたので、ご確認下さい。 

２）先日にご案内しました摂津ロータリークラブ 55 周年記念式典の 

前日にウエルカムナイトですが、質問の返答があり、会員のみ 

なさまにメールで回付しました。 

３）10月 22日 東京おおさきＲＣの移動例会で大阪に開催され、 

佐伯副幹事が出席し、バーナー交換をしました。 

４）今月いっぱいでクールビズが終了し、次回の例会出席はネクタイの着用をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

幹事報告 



11月は ロータリー財団月間 

 

 

・ゴルフ同好会 山本智重マネージャー 

10月 30日（木）、有馬ロイヤルゴルフクラブにて吹田ロータリ 

ークラブとの親睦コンペが開催されました。 

当クラブからも多数が参加し、終始和やかな雰囲気の中で親睦 

を深めました。なお、見事優勝を飾られたのは佐伯会員です。お 

めでとうございます。 

次回は 11 月 8日（土）、ザ・サイプレスゴルフクラブにて第一 

回コンペを予定しています。 

前泊組は料亭旅館「大和」にて懇親を深める予定です。 

 

 

＊10/30 吹田 RCとの親睦ゴルフコンペ 優勝 佐伯会員 

昨日の吹田ロータリークラブとの合同コンペで優勝しました 

佐伯です。 

天候もよくゴルフの調子も良かったので、優勝することができ 

ました。ゴルフ同好会の皆様、段取りありがとうございました。 

 

 

 

 

 

                  「AI と弁護士業務」 

        中本和洋会員担当 

ノーベル賞学者（２０２４年）のジェフリー・ヒントンが、２０ 

１０年代に脳の神経回路網を手本に、ジープランニングという手法 

を提案した。その後、スパコンの性能向上とインターネットの発達 

で大量のデータが入手可能になってくると共に、理論も進化してき 

た。これが今日のｃｈａｔＧＰＴ等の開発につながり、ＡＩは各分 

野において飛躍的に利用されるようになった。 

 ＡＩは、ツールから相談相手、さらに、各企業においてＡＩエージェントとして利用されてい 

る。ＡＩが人知を超える（シンギュラリティー）かどうかは学者によって見解が分かれているが、 

ＡＩは間違いなく各分野において現在の業務体制を変革していくと思われる。 

 司法の分野においても既に多くの若手弁護士はＡＩを利用している。契約書や意見書の作成、 

陳述書の要約、さらには訴訟や準備書面の作成にも利用している。一部の弁護士は、ＡＩによっ 

て裁判の判決の予測まで行っている。 

ＡＩは弁護士業務の効率化に資する一方で、著作権侵害やハルシネーション（誤情報）等のリ 

スクがあり、これらのデメリット対策が必要である。また、企業や個人がＡＩの活用により、弁 

護士に依頼せずに法律事務を行うことが予想されるが、この場合、弁護士業務への影響はどうな 

るのか、また、このようなＡＩ社会に必要な弁護士のスキルは何なのかが問われることになる。 

 

 

卓  話 

委員会報告 



11月のロータリーレート 

１ドル＝154 円 

 

 

10 月 31 日（第 5 例会） 

       ・北村ガバナー補佐エレクト(大阪東南 RC)  またまたお邪魔しています。閉会の 40周年も 

あと 2週間後です。よろしくお願いいたします。 

・岡部(倫)会長 北村ガバナー補佐エレクト、2週連続でようこそお越しくださいました。 

本日もよろしくお願いいたします。富美本様、ようこそお越しくださいま 

した。ご入会お待ちしております。 

・松田幹事兼地区米山奨学委員長 本日米山月間終了します！ 

・松田幹事 先週、ボーリング大会を参加された皆様、お疲れ様でした。 

・中本会員 AIの一般的な話をしますので気楽に聞いてください。 

・佐伯会員 吹田 RCとの合同コンペ、優勝もといベスグロ優勝いたしました。ゴルフ部の皆 

様ありがとうございました。 

・その他、お祝い 1件 

 

本日のニコニコ合計：36,000円 

本年度ニコニコ累計（2025年 10月 31日現在）：802,000円 

 

 

 

 

 

 

 

クラブの各種活動  

 

       ・ゴルフ同好会 

10月 30日 吹田 RCとの親睦ゴルフ 有馬ロイヤル GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(編集担当 泉・古川） 

ニコニコ箱 


